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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間の心電図入力読み込み取得のための診断用衣服であって、以下の組み合わせを含む
：
　人の左手および腕のためのスリーブ部分で、前記スリーブ部分は手部を備えた内部掌側
面と腕部分を持ち、前記スリーブ部分は１２－誘導心電図のための電極を含み、前記スリ
ーブ部分は内部掌側面上にＲＡ、ＲＬ、Ｖ１およびＶ２電極を含み、そして、身体および
右肩に向けられた左前腕に対し左腕が肘で支持される場合に、人間の胸および胴に対して
適切な胸位置に電極が位置するように配置された腕部分上にＶ３、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ６、Ｌ
ＬおよびＬＡ電極を含む。
【請求項２】
　人間の心電図入力読み込み取得のための診断用衣服であって、以下の組み合わせを含む
：
　指のある左手グローブおよび前腕、肘および上腕のあるスリーブで、前記グローブは掌
側面を持ち、前記スリーブは内面を持ち、前記グローブは、グローブの指上にＲＡおよび
ＲＬ誘導を備え付けて含む１２－誘導心電図システムのために、その上に備え付けた四つ
の電極を持ち、そしてグローブの掌上にＶ１およびＶ２誘導を備え付け、スリーブの内側
の前腕上にＶ３、Ｖ４、Ｖ５およびＶ６誘導を備え付け、スリーブの内側の肘上にＬＬ誘
導を備え付け、スリーブの上腕上にＬＡ誘導を備え付け、それによる右肩へ方向付けられ
た左手を伴った肘の左側面に対する位置決めは、Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ６誘
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導を適切な心電図方向付けに設定する。
【請求項３】
　人間の心電図入力読み込み取得のための診断用衣服であって、以下の組み合わせを含む
：
　左手のスリーブとグローブであり、前記スリーブとグローブはその上に備え付けられた
十個の電極を含み、前記グローブは掌側面と指を含み、前記スリーブは前腕、肘および上
腕部分を含み、前記グローブは指の上にＲＡおよびＲＬ電極を、そして掌側面上にＶ１お
よびＶ２電極を含み、前記スリーブは前腕部分にＶ３、Ｖ４、Ｖ５およびＶ６電極を、肘
部分にＬＬ電極を、上腕部分にＬＡ電極を含むもの；および、
　胴体と右肩に向けられた左手に対する、肘部分を伴った左腕の支持のための吊り包帯で
あり、それによって電極は適切な心電図１２－誘導位置に位置づけられる。
【請求項４】
　スリーブ内に血圧カフを更に含む請求項１の衣服。
【請求項５】
　スリーブの上腕部分内に血圧カフを更に含む請求項２または３の衣服。
【請求項６】
　スリーブ腕部分上に電極の制御と電極からの記録読み込みのため備え付けられた中央制
御ユニットを更に含む請求項２または３の衣服であり、前記制御ユニットは読み込みを転
送するための無線伝送手段を含む。
【請求項７】
　電解質素材の溶液またはクリームを電極内部に放出するための手段を更に含む、請求項
１、２または３の診断用衣服。
【請求項８】
　人間の心電図入力読み込み取得のための診断用衣服であって、以下の組み合わせを含む
：
　指のある左手グローブと前腕、肘および上腕のあるスリーブで、前記グローブは掌側面
を持ち、前記スリーブは内面を持ち、前記グローブは、グローブの指上にＲＡおよびＲＬ
誘導を備え付けて含む１２－誘導心電図システムのために、その上に備え付けた四つの電
極を持ち、そしてグローブの掌上にＶ１およびＶ２誘導を備え付け、スリーブの内側の前
腕上にＶ３、Ｖ４、Ｖ５およびＶ６誘導を備え付け、スリーブの内側の肘上にＬＬ誘導を
備え付け、スリーブの上腕上にＬＡ誘導を備え付け、それによる右肩へ方向付けられた左
手を伴った肘の左側面に対する位置決めは、Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ６誘導を
適切な心電図方向付けに設定し、さらに、電極の制御と電極からの記録読み込みのための
中央制御ユニットスリーブ腕部を含み、前記制御ユニットは読み込みを転送するための無
線伝送手段を含む。
【請求項９】
　１２－誘導心電図のための人間の心電図入力読み込み取得のための診断用衣服であって
、以下の組み合わせを含む：
　左手のスリーブとグローブであり、前記スリーブとグローブはその上に備え付けられた
十個の電極を含み、前記グローブは掌側面と指を含み、前記スリーブは前腕、肘および上
腕部分を含み、前記グローブは指の上にＲＡおよびＲＬ電極を、そして掌側面上にＶ１お
よびＶ２電極を含み、前記スリーブは前腕部分にＶ３、Ｖ４、Ｖ５およびＶ６電極を、肘
部分にＬＬ電極を、上腕部分にＬＡ電極を含むもの；および、
　胴体と右肩に向けられた左手に対する、肘部分を伴った左腕の支持のための吊り包帯で
あり、それによって電極は適切な心電図１２－誘導位置に位置づけられ、さらにスリーブ
腕部上に電極の制御と電極からの記録の読み込みのための中央制御ユニットを備え付けて
含み、前記制御ユニットは読み込みを転送するための無線伝送手段を含む。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
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本発明は、病院、クリニック、医師の診察室、並びに、離れた場所（家庭環境、作業場所
、レクリエーション活動等）、あるいは普通でない環境（水面下、宇宙空間等）において
モニタリングされるべき人間の被検者から得られる多数の生理学的パラメーターを取得、
記憶、及び伝送するための装置の設計分野に関するものである。
【０００２】
人間の心電図（ＥＣＧ）の通常の取得法は、いわゆる１２誘導ＥＣＧと呼ばれる、人間の
胴に関して１２種類の異なるアングル（６個は前頭平面にあり、別の６個は水平面にある
）から得られる心臓の電気活動における時間依存性の変動を記録する必要がある。古典的
には、この手順は、少なくとも１０個の電極を人体上の様々な予め定められた解剖学的部
位に配置するステップを含む。
【０００３】
これらの電極の配置が、予め定められた世界的に共通する慣例的な位置から逸脱すると、
誤ったデータが取得されて、誤解や誤診をまねく可能性がある。病院やクリニックの環境
においてさえも、ＥＣＧ電極、特には「胸部誘導」または「Ｖ誘導」用のＥＣＧ電極の正
確で安定した配置は、１人の人間が６個の粘着性電極を患者の胸部に取り付けない限り、
問題がらみのことが多い。これは、主には経済的な観点及び患者の不便性の観点から、多
くの状況では非実用的な方法である。受験者自身、あるいは、そばにいる利用可能な門外
漢（家族、友人等）によるそれらの電極の正確な配置は、一般的に難しく、且つ、信頼性
に劣るため、実際的でないという理由から、この問題は、離れた場所で診断的な１２誘導
ＥＣＧすべてを記録しようとする場合に増幅される。
【０００４】
この問題を克服し、移動性の環境における１２誘導ＥＣＧの正確な取得を可能化するため
、様々な装置が考え出された。そのような装置は、患者の胸部へのＥＣＧ電極の配置を可
能化する組み込み式の電極を伴う様々な形態のチョッキ、ガードル、粘着性及び非粘着性
のパッチ、及び他の装置を含む。しかし、殆どのこれらの装置は、使用するのが厄介なた
め、一般に受け入れられていない。その上、これらの装置は、他の重要な生理学的データ
（血圧、ＳｐＯ２等）を同時に取得するための他のセンサー及び機器の統合に役立つもの
ではない。しかし、そのようなデータは、自分自身の環境（家庭、作業場所、レクリエー
ション活動等）にいる患者の移動性の遠隔医学的な経過観察を行う上で非常に有用である
。
【０００５】
（発明の要約）
本発明は、ＥＣＧ、非侵襲性血圧（ＮＩＢＰ）、血中酸素飽和度（ＳｐＯ２）、皮膚抵抗
、運動分析、電子聴診器等の様々な生理学的データを繰り返して連続的且つ同時的に評価
するため、多数のセンサー及び測定装置をグローブまたはスリーブの形態における衣服に
統合することを提唱するものである。グローブまたはスリーブの重要な利点は、患者の左
腕を自然で非常に快適な仕方で胸部に位置付けることにより、（特には、胸部誘導または
Ｖ誘導を記録するための）ＥＣＧ電極の正確で繰り返し可能な慣例的配置が得られること
である。その上、グローブまたはスリーブは、困難な操作を必要とせずに、多数の他の生
理学的データを同時的に記録、記憶、及び伝送するための手段を提供する。更に、様々な
測定用ツールまたは機器を１つの装置、即ちグローブまたはスリーブに組み込むことによ
り、重要な統合された生理学的データの取得、及び、移動性環境では目下のところ殆ど得
ることができない特性（例えば、拍動－拍動間のＮＩＢＰ変化、以下のパラメーターの統
合：心拍数、血圧、皮膚抵抗、及び、自律性平衡を評価するための他のパラメーター、等
）の相互校正及び容易な取得が可能になる。
【０００６】
従って、本発明の一つの目的は、生理学的なセンサーを患者に繰り返し可能且つ正確に位
置付けるためのシステム及び方法を提供することである。
【０００７】
別の目的は、医学的な機器を伴うグローブまたはスリーブと、そのグローブまたはスリー
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ブを位置付け、これにより、患者に計器を装備させるためのプロトコルを提供することで
ある。
【０００８】
これらの目的、利点、及び特徴、並びに、他の目的、利点、及び特徴は、以下の説明から
明らかになろう。
【０００９】
（好ましい実施形態の説明）
全般的な説明：
図２－５に描かれているように、本発明の衣服は、好ましくは、グローブまたはスリーブ
、あるいは、グローブとスリーブの組合せ１０の形態を為しており、そして、その衣服は
、不快感をもたらすことなく、人間の手、前腕、及び腕に心地よく装着することができる
ナイロン織物等の柔軟な材料でできている。グローブまたはスリーブ１０は、患者の腕の
サイズ及び形状に合わせた、もしくは適合させた寸法に作られている。グローブまたはス
リーブ１０に頸部吊り包帯１２が取り付けられる。頸部吊り包帯１２も、ＥＣＧ電極を適
切に配置すべく、患者の胸部への左腕の正確な位置付けもしくは持ち上げを確実化するた
め、個々の患者に合わせることができ、且つ、調節することができる。更に、頸部吊り包
帯１２は、付加的なＥＣＧ電極１４を含んでいてもよい（図５）。
【００１０】
非侵襲性血圧：
グローブまたはスリーブ１０には２つの血圧測定用カフ１６、１８が組み込まれている。
１つのカフ１６は腕の慣例的な血圧測定位置に配置されており、第二のカフ１８は前腕に
配置されている。カフの膨張中に適切な拘束ができるようにグローブの外面に取り付けら
れた特殊な拘束ストラップ２０が血圧測定用カフ１６、１８の回りに巻かれる。血圧測定
用カフ１６、１８は、慣例的な方法論による膨張、収縮、及び血圧測定のため、可撓性チ
ューブ２２、２３で中央制御ユニットまたは装置２４に接続されており、ＮＩＢＰの自動
測定で使用される。
【００１１】
ＥＣＧ：
図３に描かれているように、少なくとも１０個のＥＣＧ電極３０がグローブまたはスリー
ブ１０に取り付けられている。ＬＡ電極を除くすべてのＥＣＧ電極３０は患者の胸部に面
しており、一方、ＬＡ電極３０は左上腕の皮膚と接触している。ＲＡ電極３０、あるいは
それの同等物は、グローブ１０の人差し指で頸部吊り包帯１２に置かれるか、あるいは、
別の適当な位置におかれる。すべての電極３０は、スリーブ１０内に保持されている中央
制御ユニット２４内に配置されたＥＣＧ記録装置に導線接続されている。
【００１２】
それらのＥＣＧ電極３０は、以下の特徴を含む：
１．　自動電解質溶液適用装置。慣例的なＥＣＧ記録の操作過程では、皮膚抵抗を低減さ
せるため、及び、皮膚と記録用電極との間の電流の伝導性を改善するため、皮膚と記録用
電極との間の接触面に、手操作で電解質溶液またはクリームを適用するのが普通である。
ここで説明されているグローブまたはスリーブ１０では、各電極３０は、ＥＣＧを取得す
る前に、各電極３０に電解質溶液を自動的に注入するための手段を含んでいる。これは、
各電極を接続チューブ３２で電解液溜まりに接続することにより達成される。ＥＣＧ記録
を取得する前に、中央制御ユニット２４内に配置されたポンプにより供給される圧力で、
それらの電極３０にその電解質溶液が自動的に吹きかけられるであろう。
【００１３】
２．　良好な電極－皮膚接触を得るための吸引装置：ＥＣＧ電極３０は、吸引電極３０と
して構成され、吸引チューブ３４を介して、中央制御ユニット２４に配置されたポンプに
接続されるであろう。グローブまたはスリーブ１０が胸部の適切な位置に配置されると、
必要な負圧を発生させて、適切な電極－皮膚接触を維持すべく吸引するため、外部信号が
ポンプを活動化させるであろう。ＥＣＧ記録の終了後、患者の胸部からそれらの電極を取
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り外すことができるように、その負圧が廃止されるであろう。同一または別のポンプを用
いて、電解液の適用と電極吸引の創出を果たすことができる。
【００１４】
非侵襲的な血中酸素飽和度（ＳｐＯ２）測定装置：
通常のＩＲ　ＳｐＯ２測定装置３６がグローブまたはスリーブ１０に組み込まれており、
患者の指に合わせて、１本のグローブの指先３８に配置されている。血中ＳｐＯ２は、こ
の測定のために適用される通常の方法を用いて測定され、そして、それらの結果は、中央
制御ユニット２４に記憶されるであろう。
【００１５】
　プレチスモグラフィーによる拍動－拍動間のＮＩＢＰ測定：
　通常の指プレチスモグラフィー測定装置４０が、患者の指に合わせて、１本のグローブ
の指先３８に組み込まれている。外部拘束装置４２が指との連続的な心地よい接触を確実
化し、これにより、指の血液量変動における連続的な拍動－拍動間変化が提供される。こ
の指プレチスモグラフ４０は、中央制御ユニット２４に導線接続されている。その信号は
、通常のカフ血圧測定値を用いて定期的に校正されており、これにより、連続的な拍動－
拍動間血圧モニタリングが可能になる。
【００１６】
体温：
サーミスター４４がグローブまたはスリーブ１０に組み込まれており、皮膚温度を測定で
きるように、皮膚と直接的に接触させて腕の腹側面に配置されている。このサーミスター
４４は、中央制御ユニット２４に導線接続されている。
【００１７】
皮膚抵抗：
皮膚抵抗を測定するための通常のセンサー４６がグローブまたはスリーブ１０に組み込ま
れており、中央制御ユニット２４に導線接続されている。
【００１８】
電子聴診器：
２つの特殊なマイクロフォン５０、５２がグローブまたはスリーブ１０の腹側面に取り付
けられている。両側の肺を同時に聴診するため、１つのマイクロフォンは左肺の基底部上
に配置され、第二のマイクロフォンは１本の指に配置される。更に、それらの指マイクロ
フォン５０、５２は、心臓及び他の器官の聴診を可能化するため、移動させることもでき
る。これらのマイクロフォン５０、５２は、聴診による知見を記録及び伝送するため、中
央制御ユニット２４に接続されるであろう。
【００１９】
運動及び力測定センサー：
主には神経学的及び神経筋肉性の機能障害を早期に検出するため、運動及び力の評価装置
６０、８０、８２がグローブまたはスリーブ１０に組み込まれている。センサー６０は、
以下の如き受動的及び能動的な機能を評価する：
１．　筋肉の収縮力（例えば、手の握力、腕の屈曲力及び伸展力、等）。
【００２０】
２．　受動的な腕及び指の病理学的運動（パーキンソン振戦、羽ばたき振戦、等）。
【００２１】
３．　能動的な指、手、または腕の運動の評価（手の迅速な回内運動及び回外運動、指の
迅速な運動、等）。
【００２２】
中央制御ユニット：
グローブまたはスリーブ１０は、グローブまたはスリーブ１０の背側面に取り付けられた
中央制御ユニット２４を備えている（図２）。このユニット２４の総体的な機能は、グロ
ーブ１０に組み込まれている様々な装置から得られたすべての生理学的データを収集、変
換、記憶、及び伝送することである。更に、中央制御ユニット２４は、ここで説明されて
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いるような様々な組み込まれた装置を適切に機能させるのに必要なポンプ、インジェクタ
ー等の機械的な装置及び他の装置を含んでいる。
【００２３】
特に、中央制御ユニット２４は、各センサーに対する適切な測定エレメントを含んでいる
。測定データは、ディジタル化され、記憶され、そして、要求があり次第、ＲＦまたはＩ
Ｒ、もしくは無線式遠隔測定データ伝送の他の形態により、遠隔地にあるサーベイランス
センターへの伝送が可能に為される。逆に言えば、中央制御ユニット２４は、遠隔地のサ
ーベイランスセンターから送られてくる、グローブ１０に組み込まれている様々な測定装
置の活動化または非活動化、及び他の制御機能に関する信号を受信する能力を有している
。
【００２４】
再吟味すると、グローブ１０は、家庭、作業場所、レクリエーション環境、クリニックま
たは病院環境において使用される、様々な同時性の非侵襲的または侵襲的な健康管理に関
連する測定を実施するための、グローブ及び／又はスリーブ１０と随意的な頸部支持吊り
包帯１２を用いる、多数の生理学的センサーの自己適用のための、無理のない安定なプラ
ットホームを提供する。本発明は、適切なセンサー配置に関する予備知識を必要としない
ことや、患者へのそれらのセンサーの適切な配置が確実化される等、他のセンサー適用方
法では得られない利点を有している。このセンサーの位置付けは、安定していて再現性が
ある。本発明は、様々なセンサーの配置及び様々なセンサー間の距離を確実に一定に留め
ることにより、測定の再現性を改善するものである。更に、様々なセンサー間の相互作用
は、データ取得の統合とデータ分析の組合せをもたらすことができ、これにより、各測定
装置を個々に使用した場合と比べ、大いなる洗練と改善が付加される。
【００２５】
更に再吟味すると、グローブ／スリーブ１０は、随意的な頸部支持吊り包帯１２と相俟っ
て、１つもしくはそれ以上の以下の測定エレメントを包含する：
１．　血液中の酸素飽和度と末梢性脈拍を測定するためにグローブ１０の人差し指に取り
付けられる発光体及び光検出器３６（図２）。
【００２６】
２．　連続的な拍動－拍動間の非侵襲的動脈血圧測定（手首と腕の両ＮＩＢＰ装置から導
出される動脈血圧測定の平均値により校正される）用の指プレチスモグラフ装置３８（図
２）。
【００２７】
３．　定期的な（自動的、または手操作による）非侵襲的血圧測定（ＮＩＢＰ）用に腕の
橈側血圧または指の血圧を測定するため、腕及び手の様々な位置に配置される膨張可能な
カフ及び圧力カフまたはセンサー１６、１８。これらのＮＩＢＰ測定装置は、上述の連続
的拍動－拍動間動脈血圧を測定するために使用される光学系を校正するためにも使用され
る（図２）。
【００２８】
４．　グローブセンサーから導出される様々な生体信号を取得及び伝送するための中央制
御ユニット２４。患者により、もしくは、遠隔操作でモニタリングセンターにより現場で
活動化され得る中央制御ユニット２４は、自動的な、または、手操作によるいずれかのセ
ンサーの、あるいは、すべてのセンサーの活動化を可能にする。中央制御ユニット２４は
、とりわけ：最初の、及び繰り返しのセンサー校正手順；正圧及び負圧を創出するための
内蔵小型ポンプの活動化；遠隔コントロールセンターからのコマンドの受信；測定データ
のアナログ－ディジタル変換、及びコントロールセンターへのそれらの伝送；並びに、あ
らゆる他の必要な制御機能；を提供する（図２）。
【００２９】
５．　１２誘導心電図を同時に記録するためにグローブ１０及び／又は頸部支持吊り包帯
１２の手掌面に配置される一組の電極３０（Ｖ１、Ｖ２、ＲＡ、ＲＬ）（図３）。
【００３０】
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６．　皮膚抵抗を低減し、且つ、ＥＣＧに関連する質を改善するため、導電性溶液／クリ
ームを電極３０に自動的に適用するための方法。
【００３１】
７．　ＥＣＧ電極と皮膚との間の適切な接触を保証するため、ＥＣＧ電極３０の内部に十
分な負圧（吸引圧）を生成し、且つ、維持する方法（図３）。
【００３２】
８．　皮膚と接触しているグローブの領域の周囲にエアークッションまたはゲルクッショ
ンを適用することにより、ＥＣＧ電極３０と皮膚との間の適切な接触を保証する方法。こ
のクッションは、身体の輪郭に合わせるために使用される（図３）。
【００３３】
９．　ＥＣＧ電極３０を患者の身体に適切に配置するために腕が適切なレベルに保持され
るのを保証すべく、吊り包帯１２を調節するためのバックル接続１５等の方法。
【００３４】
１０．　体温を測定するためにグローブ／スリーブ１０の適切な領域に配置される温度セ
ンサー４０（図４）。
【００３５】
１１．　皮膚抵抗を測定するためにグローブの手掌領域に配置される１つの電極、もしく
は一組の電極４６（図４）。
【００３６】
１２．　肺、心臓、及び他の器官を聴診するための電子聴診器。
【００３７】
１３．　振戦、及び、他の正常な、または神経学的な指の運動形態を正しく評価するため
にグローブの指に内蔵される、図４に示されているような測定装置８０。
【００３８】
１４．　ＥＭＧを測定するためにグローブ１０に内蔵される測定装置８０。
【００３９】
１５．　神経伝導を測定するためにグローブ１０に内蔵される測定装置８０。
【００４０】
１６．　筋力（握力、屈曲力、伸展力、等）を測定するための内蔵測定装置８２。
【００４１】
１７．　迅速／正確な手の随意運動性を評価するための内蔵装置８２。
【００４２】
１８．　正確で再現性のある１２誘導ＥＣＧ記録を得るべく、グローブの１２誘導電極の
適切な位置付けを保証するために推奨される患者の左腕の胸部への配置が図５に示されて
いる。調節可能な頸部支持吊り包帯１２により補助されるこの腕の配置は、自然且つ快適
であり、それ故、すべての利用可能なパラメーターの長期にわたる安定した連続的なモニ
タリングが可能になる（図５）。
【００４３】
図６、７、８、及び９は、以上で説明された基本的なエレメントを示す概略図である。図
６は、ＳｐＯ２センサー３６、プレチスモグラフィーセンサー３８、温度センサー４４、
皮膚抵抗プローブ４６、抵抗線ひずみゲージ４８、及び聴診器センサー５０、５２を含む
様々なセンサーを描いている。図６に描かれているように、各入力は、増幅され、必要な
場合には、２４ビットのアナログ－ディジタル変換器で変換される前に濾波される。アナ
ログ－ディジタル変換器の出力は、図９に描かれているコントロールＡＳＩＣを介して、
これも図９に示されているデュアルポートＲＡＭへ送られ、ここで、マイクロプロセッサ
ーと赤外線通信装置により処理され、固定ユニットへ伝送される。
【００４４】
図７は、本システムのＥＣＧ電極に対する様々な機械的エレメントと結線、並びに、血圧
測定用の機械的部分と電子的部分を描いている。各ＥＣＧ電極は、生理食塩水または他の
潤滑剤を保有する容器を含んでいる。この溶液は真空システムを介して電極内へ引き込ま
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れる。ブリードバルブは、本システムを閉止し、次いで、真空を解放する。この時、この
真空の解放は、上述の潤滑剤または溶液を解放するであろう。ディジタル入出力ドライバ
ーは、ＡＳＩＣ制御線から供給される信号に応答して、真空ポンプ及びブリードバルブを
制御する。開示されている実施形態では、２つの血圧測定用カフがあり、１つは手首に、
もう１つは上腕に宛てられている。血圧測定用ポンプ（ＮＩＢＰポンプ）は、各カフに空
気を注入する。この時、圧力センサーが各カフの圧力を測定する。圧力センサーから得ら
れたそれらのアナログ値は、増幅され、濾波され、そして、２４ビットのアナログ－ディ
ジタル変換器でディジタル値へ変換される。このアナログ－ディジタル変換器の出力も、
図９に示されているコントロールＡＳＩＣを通じてデュアルポート・ランダムアクセスメ
モリーユニットへ送られ、ここで、マイクロプロセッサー及びＩＲ通信装置により処理さ
れて、例えば、固定ユニットへ伝送される。
【００４５】
図８は、ＥＣＧアナログ入力回路機構を描いている。各電極の入力は、別々に増幅され、
そして、２４ビットのアナログ－ディジタル変換器で変換される前に帯域フィルター（Ｂ
ＰＦ）で濾波される。このアナログ－ディジタル変換器の信号は、図９に示されているコ
ントロールＡＳＩＣを通じてデュアルポートＲＡＭへ送られ、ここで再び、マイクロプロ
セッサー及びＩＲ通信装置により処理され、固定ユニットへ伝送される。
【００４６】
図９は、本システムにおけるディジタル回路機構を描いている。この回路機構は、タイミ
ング信号用のロジックと、様々なアナログ－ディジタル変換器からのディジタル化された
アナログ信号をマイクロプロセッサー上にあるデュアルポートＲＡＭへ伝送または通過さ
せるためのロジックとを有するＡＳＩＣを含んでいる。このマイクロプロセッサーは、フ
ラッシュメモリーから供給されるソフトウェアを実行し、データサンプルを収集し、基本
的な分析を実施し、様々なバルブ及びポンプを制御し、そして、ＩＲ通信装置を介して、
データを中央データ収集装置へ送る。以上で説明された回路機構は、本発明によるグロー
ブ及び／又はスリーブを使用する際の目標及び目的を達成するための一つの方法に過ぎな
い。
【００４７】
本発明の精神及び範囲内で、以上で説明された組合せの様々な変形態様が可能であり、本
発明の範囲は、以下の特許請求項及びそれの同等物によってのみ限定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
以下の詳細な説明では、以下の各図からなる図面への参照が為されるだろう：
【図１】　図１は、慣例的な１２誘導心電図を記録するための、人体へのＥＣＧ電極の配
置に関する古典的な位置を描いている。
【図２】　図２は、オンライン記憶装置、アナログ－ディジタル変換器、及びすべての取
得データの伝送ケイパビリティーの他、本発明のグローブまたはスリーブ装置に組み込ま
れた様々な装置に対するすべての制御機能を含む中央制御ユニット；２つの血圧測定用カ
フ（手首と腕）；及び、ＳｐＯ２センサーとプレチスモグラフィーセンサー（指）を描い
ている。
【図３】　図３は、診断的な１２誘導ＥＣＧを記録するために患者の身体上の予め定めら
れた位置におけるＥＣＧ電極の容易な配置を可能にする様々なＥＣＧ電極の示唆される配
置個所を示す、グローブまたはスリーブ装置の腹側面を描いている。更に、そのグローブ
の腹側面には、中央制御ユニットに配置された電子聴診器に接続される２つの小さなマイ
クロフォンが描かれている。
【図４】　図４は、主として、温度、皮膚抵抗等の他の生理学的データを測定するための
他の可能なセンサーに関して示唆される配置個所を示す、グローブまたはスリーブ装置の
腹側面を描いている。
【図５】　図５は、電子聴診器の適切な配置個所の他、正確で再現性のある１２誘導ＥＣ
Ｇ記録を得るべく、１２誘導ＥＣＧ電極の適切な配置を確実化するため、グローブまたは
スリーブ装置を装着した患者の左腕を患者の胸部へ配置する際の推奨される配置個所を描
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いている。付加的なＥＣＧ電極も含んでいてよい頸部吊り包帯により補助されるこの腕の
配置は、自然且つ快適で、それ故、すべての望ましい生理学的パラメーターの長期にわた
る安定で連続的なモニタリングが可能になる。
【図６】　図６は、本システムに対するセンサー入力の概略回路図である。
【図７】　図７は、ＥＣＧ入力と血圧入力の概略的な機械系統図である。
【図８】　図８は、ＥＣＧ測定のための入力回路機構の概略回路図である。
【図９】　図９は、全体的なシステムに対する概略回路図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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